
第５３回新型コロナウイルス感染症対策本部会議要旨（速報） 

○実施日時／令和５年２月１０日 １１時１５分～１１時３５分 

○発言要旨 

議事 発言 

次第１「本市の新

型コロナウイルス

感染状況等につい

て」 

※ 川崎市のモニタリング状況について資料に基づき、岡部所長から説明を行

った。 

 

【岡部所長】 

・本日の午後に新型コロナ分科会が緊急で開催される。 

・学校でのマスクに引き続き、一般の生活でどんな場面で着用するか、マスクは

効かないからつけないということではなく、リスク高いところでは着用して

普通の生活をしてくださいといった内容を議論して発表になると思う。 

 

次第２「新型コロ

ナウイルス感染症

の感染症法上の位

置づけの変更等に

ついて」 
 

※ 資料に基づき、事務局から説明を行った。 

 

【本部長】 

・ご意見ありますでしょうか。 

 

【岡部所長】 

・感染症法上の議論においては軽い病気に成り下がって５類にしたということ

ではなく、私権の制限をかけてまで警戒をする段階ではなくなった。 

・そのため、リスクのある場所、学校や会社、施設については、それぞれの判断

でのコンセンサスが必要になってくる。基本的な注意が必要な感染症として

は変わらない。 

 

次第３「ワクチン 
接種状況につい 
て」 

※ 資料に基づき、健康福祉局から説明を行った。 

 

【健康福祉局】 

・今後のワクチン接種に関する国の動向について、口頭で報告します。 

・２月８日に開催された、厚生労働省の予防接種基本方針部会において、本年４

月以降の接種方針が議論され、当面の公費負担での接種を継続するとともに

次回の接種については、令和５年秋冬に実施するのが妥当だという見解が示

されている。 

・具体的な対応については、厚生労働省の予防接種ワクチン分科会での議論を経

て、３月までには正式決定される見通しが示されていることから、国の動向を

注視するとともに、関係団体とも連携を取りながら必要かつ最適な接種体制

の確保に努めていきたい。 

 

その他 【本部長】 

・５月８日以降具体的な取り組みというのは、３月上旬以降に示されるとのこと

ですので、それに基づき、本部会議を開いていくということになると思います

が、それまでにいろんな懸案が出てくると思いますので、各局区でしっかり課



題を整理してください。 

・先ほど岡部所長からもありましたとおり、５類になったからみんなハッピーと

いうわけではないので、そのあたりを留意しながら進めてまいりたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

 

・他になければこれで終了します。 

 

以上 


